
岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会について 
（会員配付用） 

 

❶見舞金給付とは 

○ ＰＴＡが主催・共催する活動中に、偶然かつ急激かつ外来的に起きた傷害等に対して、 

お見舞金を給付するために設立されている会です。 

 

❷損害賠償責任保険にも加入しています。 

○ ＰＴＡが主催・共催する活動中に、その管理や運営に不備があり、他人の身体や財物に損害を与え、ＰＴＡが

法律上の損害賠償責任を負った場合、委託保険会社から保険金が支払われます。 

 

❸災害や事故が発生した場合、速やかに報告書の提出（ＦＡＸによる送信）を 

○ 傷害事故や賠償責任事故が発生した場合の報告書は、被災者自身ではなく被災者が所属するＰＴＡ会長と

なっていますが、実務は教頭先生にお願いしています。災害発生時は、速やかに報告書の提出をお願いしま

す。 

                                   

❹傷害に対する給金の種類・賠償責任事故に対する保険金の種類 

○ 傷害に対しては、①通院見舞金  ②入院見舞金  ③手術見舞金   

④後遺障害見舞金  ⑤死亡弔慰金 を給付します。 

○ 賠償事故の場合、①対人  ②対物  ③借用物  に対し、委託保険会社 

から直接保険金が支払われます。 

 

❺給付金や保険金の決定（審査会） 

○ 見舞金や弔慰金等の給付額については、『岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会手引（毎年、各学校に配布）』及び『岐阜

県ＰＴＡ連合会のＨＰ』に掲載しています。そちらを是非ご参照ください。 

○ 見舞金給付については、岐阜県ＰＴＡ連合会の特別委員会である「審査会（定期的に開催）」で、給付額等を

審査・決定する仕組みになっています。 

○ 賠償事故については、保険金額の決定や支払等の対応すべてを委託保険会社に委託しています。 

 

❻事故発生から給付（支払）までの流れ 

① ＰＴＡ主催・共催活動直後には、事故（傷害事故・賠償責任事故）の有無を必ず確認してください。 

② 傷害事故、賠償事故があった場合、速やかに報告書を作成し、ＦＡＸでお送りください。 

（報告期限を過ぎると給付できません。） 

③ ＦＡＸ受信後、今後の手続きなどを文書（メールまたはＦＡＸ）でお知らせします。 

④ 治療が完了した場合、速やかに『給付申請書』等の必要書類を郵送してください。 

⑤ 見舞金は、ＰＴＡ名義の口座に振り込みます。同時に給付通知も郵送します。 

⑥ 賠償事故に場合の保険金は、委託保険会社から直接、ご指定の口座に振り込まれます。 

 

 

【詳しくは、『岐阜県ＰＴＡ連合会のホームページ』をご参照ください。】 



 

 

 

 

 

 

 

 

こんなときは、ＰＴＡ会長さんや教頭先生にお知らせください。 

お見舞金がいただけるかも…。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●賠償責任保険にも加入しています。 
 

 

 

 

 

 

 

給付対象とならない場合や、給付が制限される場合もありますが、 

ぜひＰＴＡ会長さんや教頭先生にご相談ください。 

 

 

岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会 
TEL ０５８（２６２）３２５７  FAX ０５８（２６２）３２５９ 

ＰＴＡ活動中にケガをしたら…
どうしよう！ 

ＰＴＡ親子奉仕作業中

に骨折した。 

ＰＴＡ主催バレーボール交流

会で、足首を痛めた。 

学校の運動会後、テントの片

付け作業中、支柱が頭に当た

り、けがをした。 

ＰＴＡ主催の資源回収活動

中、使っていた刃物で指を切

った。 

親子ふれあい活動の縄跳び

でアキレス腱を痛め、手術

を受けて入院した。 

ＰＴＡ主催の学校環境整備作業で木

の枝を切っていたら、隣接工場の屋根

を壊してしまった。 
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